
議案第６６号  

 

 

物損事故に関する損害賠償の額の決定について  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

令和  ７  年  ５  月３０日  

 

 

提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により，提案するものでありま

す。  



   物損事故に関する損害賠償の額の決定について  

 

 

 市は，市が管理する樹木により物件に損害を与えた事故による損害賠償の

額を次のとおり決定する。  

 

 

１  損害賠償の額  １，９７６，８５３円  

２  損害賠償の相手方   

     大田区南馬込５丁目２１番１０号渡辺ビル１０１  

      洗足池運輸株式会社  

       代表取締役社長  伊  藤   剛  

 


